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すべての高齢者（一部の事業では要支援・要介護認定を受けておら

れない方）が対象 

要支援・要介護認定で，要支援１または要支援２の認定を受けた 

高齢者が対象 

 
  
 
 
  
 
 
 
  

総合的な介護予防サービスの提供 

高齢者が，主体的に介護予防活動

を行っていけるよう，介護予防の取

組の必要性や具体的内容について

普及・啓発を行っていく 

介護予防普及啓発

○ 講演会・イベント等の開催 
○ プログラムの体験提供 
○ 介護予防総合相談 

一 次 予 防 事 業

高齢者が身近な地域で，主体的に

介護予防活動に取り組み，継続でき

るよう支援する 

介護予防活動組織支援 

○ ボランティアの育成・支援

○ 地域福祉組織の育成・支援

○ 地域の介護予防活動支援 

要支援・要介護状態になるおそれがある高齢者が対象 

高齢者の身近な場所で，少人数の

グループでのプログラムにより，一

人ひとりの生活機能の状況に合わ

せて，介護予防サービスを提供 

通所型

○ 運動器の機能向上 
○ 栄養改善 
○ 口腔機能の向上 

二 次 予 防 事 業

通所型の介護予防サービスが利用

できない場合に，保健師等が自宅を

訪問し，一人ひとりの生活機能の状

況に合わせて，介護予防サービスを

提供 

訪問型 

○ 認知症の予防 
○ 閉じこもりの予防 
○ うつの予防 

○居宅サービス，地域密着型サービス 

※選択的サービス（運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上）の実施

 予 防 給 付 

介 護 保 険 の 介 護 給 付

○施設サービス，居宅サービス，地域密着型サービス 

高 
 

 
 

齢 
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介護予防事業（地域支援事業）の流れ

生活機能の 

低下が疑われる 

高齢者 

家 族

元 気 高 齢 者

基 本 チ ェ ッ ク リ ス ト

行政サービスによる把握 

○基本チェックリストの郵送・回収 

 

○福祉サービス（各種生活支援サービ

ス，窓口相談など） 

 

○介護予防に関する普及・啓発を行う

場（健康すこやか学級，老人福祉セ

ンターなど） 

 

○要支援・要介護認定 

関係機関等による把握 

○民生委員・児童委員 

○老人福祉員 

○学区社会福祉協議会 

○かかりつけ医 

○老人クラブ 

○近隣住民等 

本市からの介護予防

に関する啓発・周知，

協力依頼，支援 

二 次 予 防 事 業 対 象 者 把 握 事 業

地域包括

支援 

センター 

二 次 予 防 事 業 対 象 者

説明，斡旋，

意思確認等 

説明と承諾 

介護予防ケアマネジメント 

サービス利用の適否の判定 

包括的支援事業，

任意事業との連携
利用 

非
該
当

該
当 

利
用

利
用

一 次 予 防 事 業 二 次 予 防 事 業

各種介護予防

事業の提供 介護予防普及啓発事業 

地域介護予防活動支援 

通所型介護予防事業 

訪問型介護予防事業 

地域介護予防推進センター 

連携（※）

介 護 予 防 評 価 事 業

改善後，移行

※利用者の心身の状態に応じて

継続的・効果的な取組ができる

よう施策間の連携を図る。 

事
業
の
評
価 

事
業
の
評
価 

予 防 給 付

連携（※）
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２２１ 地域介護予防推進センターによる二次予防事業対象者向けの介護予防サービ

スの提供  

  介護予防事業の中心となる地域介護予防推進センターが，高齢者に身近な地域の会

場（老人福祉センター，身近な居場所，学校の余裕教室等）において，二次予防事業

対象者向けの介護予防サービス（通所型介護予防事業：運動器の機能向上，栄養改善，

口腔機能の維持向上等）を提供します。また，閉じこもり，認知症，うつ等の状態や

そのおそれがあり，通所型の介護予防事業の利用が困難な高齢者を対象として，地域

介護予防推進センターの保健師等がその方の自宅等を訪問し，生活機能に合わせた必

要な相談・指導（訪問型介護予防事業）を行います。 

＜介護予防事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域介護予防推進センターによる事業のイメージ 

地域包括支援 

センター 
京都市 

地域介護予防

推進センター 

二次予防 

事業対象者 

地域の 

一次予防 

事業対象者

実施場所：Ａ 

実施場所：Ｂ 

委託先事業者

老人福祉センター

老 人 ク ラ ブ

健康すこやか学級 等

二次予防事業の実施 一次予防事業の実施

事業委託 

実施報告 

実施報告 特定高齢者 

の情報 

事
業
委
託 

実
施
報
告 

事業実施 

事業実施 

派遣依頼 

指導員派遣 

情報提供 

① 情 報 提 供

② 講 座 開 催

③ボランティア支援

①運動器の機能向上

② 栄 養 改 善

③口腔機能の向上
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２２２ 地域介護予防推進センターによる一般高齢者向け介護予防サービスの提供  

地域介護予防推進センター職員が，高齢者に身近な地域の会場（老人福祉センタ

ー，身近な居場所，学校の余裕教室等）に出向き，介護予防に関する知識や家庭で

も簡易にできる介護予防の取組等の普及・啓発を目的として，一般高齢者向けの介

護予防サービスを提供します。また，介護予防の自主的な取組が地域において活発

に行われるよう，地域介護予防推進センター職員が，健康すこやか学級，老人福祉

センター，老人クラブ等地域活動の場に出張して介護予防活動を支援します。 

  ＜子どもたちとの交流＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２３ 介護予防の普及・啓発  

介護予防に関して地域全体が関心を持ち合えるようなコミュニティを形成してい

くため，様々な機会を捉えて情報を発信します。 

また，介護予防サービスの利用者等に対して，介護予防の知識・情報，各利用者

の介護予防事業の利用記録等を記載する「介護予防ファイル」を交付します。 
 

２２４ 地域における自主的な取組への支援  

地域住民，関係機関等が介護予防の効果や重要性を認識し，虚弱高齢者の把握や

介護予防プログラムへの積極的な参加を促進するとともに，地域ぐるみで主体的に介

護予防活動に取り組めるように支援を進めます。 

 
２２５ 介護予防事業の評価の実施  

介護予防評価事業を実施し，介護予防サービス事業全体として効果的な内容であ

るかなどの検証を行います。 
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〔施策・事業〕  

２２６ 保健センターにおける健康教育やがん検診等の推進 

 すべての市民が心身ともに健やかに暮らせるまち京都を目指し，保健センター・

支所で以下の生活習慣病等を予防する施策等の充実に努めます。 

 
① 健康づくりファイルの交付 

健康診査や治療等の記録，生活習慣病等の予防に関する事項を記入する  

ファイルを交付し，健康に関する自己管理を促進します。 

 
② 健康相談の実施 

家庭における健康管理に役立てるため，医師等が健康に関する個別の相談

に応じて必要な指導・助言を行います。 

 
  ③ 健康診査の実施 

生活習慣の危険因子を把握するとともに疾病を早期に把握し，健康管理に 

役立てるため，各種がん検診（胃がん，肺がん，大腸がん，乳がん，子宮が

ん，前立腺がん）や骨粗しょう症予防健康診査を実施し，受診しやすい健康

診査体制づくりに努めます。 
 

④ 健康教育の実施 
疾病の予防や健康に関する正しい知識を普及し，健康づくりへの意識を高め

るために，集団的な健康教育に加えて，喫煙者に対して個人の状態に応じた

個別健康教育を実施します。 

 

⑤ 訪問指導の実施 

保健師が各家庭を訪問して，健康づくりに必要な保健指導を実施します。 

 

 

生活習慣病につながる危険性の高いメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

該当者及び予備群を減少させるため，健康づくりの拠点である保健センター・支所

が中心となり，健康づくりに向けた正しい知識の普及と，市民一人ひとりが気軽に，

主体的に取り組める健康づくり活動を展開していきます。 

また，疾病の早期発見のために，各種検診を受診することの重要性を一層普及し

ていきます。 

（３）主体的な健康づくりの推進 
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２２７ 保健センターにおける健康づくりサポーター等の育成の推進 

保健センター・支所が実施する健康づくりに関する各種教室や事業を通じて，地

域において運動，口腔保健，食育等を実践する市民を育成するとともに，互いに支

えあって自ら健康づくりに取り組む自主グループの拡大を図り，市民が主体となっ

た健康づくりを活性化します。 

 

２２８ 地域での自主的な健康づくり活動支援＜新規＞  

より多くの高齢者の方に介護予防活動に参加いただけるよう，高齢者の身近な活動

拠点に，地域包括支援センターや地域介護予防推進センターの保健師等専門職を派遣

し，認知症予防や運動機能の向上を図るとともに，相談等を通して，生活機能の低下

が見られる方の把握や認知症の早期発見につなげます。 

 

２２９ 地域保健の推進  

 保健センター・支所において，地域の健康課題に応じた保健施策の展開と，保健，

医療等に関する情報の収集，分析，市民への情報提供に努め，質の高い保健サービ

スの提供を図ります。また，保健所運営協議会において，地域保健活動推進のため

の具体的な問題や課題について協議を行います。 

 

 ２３０ 生涯を通じた食育や口腔ケアの推進  

  生涯を通じた健康づくりや生活習慣病の予防を目的に，食を通じて一人ひとりが

健康に過ごせるよう，栄養・食生活に関する相談指導を実施します。 

  また，歯と口，入れ歯等の口腔ケアの一層の推進により，口腔機能の維持・向上

はもとより，歯と口の健康状態に起因する様々な全身性の病気の予防を図ります。 

 

２３１ こころの健康づくり施策の実施  

心身の疲労，悩み等からくるストレスを軽減し,うつ病等のこころの病気を予防

していきいきとした生活が送れるよう，保健センター・支所やこころの健康増進セ

ンターにおける「精神保健福祉相談」において，個別に相談に応じるとともに，こ

ころの健康づくりについて正しい知識の普及・啓発に努めます。  

 

２３２ 保健・医療分野における人材の資質向上と育成  

保健・医療の専門知識や技術の習得のため，研修会の実施や調査研究への参画に 

より保健サービスを提供する職員の資質向上に努めます。また，保健医療分野におけ

る専門職の養成施設から保健センターでの実習を受け入れ，人材育成に寄与します。 
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〔施策・事業〕  

２３３ 自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントへの支援  

介護予防支援事業者（地域包括支援センター）が作成する介護予防ケアプランが，

利用者の個々の状態や意向を踏まえ，自立支援のための具体的な目標が設定された

ものとなるよう助言・指導を実施し，介護予防ケアマネジメント向上のための支援

を行います。 

また，介護予防支援事業者における介護予防ケアマネジメント業務を的確に行え

るよう，関係団体とも連携を図りながら，活動を支援します。 

 

２３４ 介護予防支援事業者の適正な運営への支援  

介護予防支援事業者（地域包括支援センター）の事業運営が適正に行われるよう，

定期的に予防給付のケアマネジメントの実施状況について報告を求め，各事業者の

運営状況を把握・確認するとともに，必要に応じて実地指導を行います。 

 

 

 

 

 

要支援１・２の認定を受け，支援が必要な方に，予防給付（介護予防サービス）

を提供します。 

サービスの提供が利用者の状態の改善や重度化の予防に繋がるよう，予防給付の

ケアマネジメントを行う介護予防事業者（地域包括支援センター）に対して支援・

指導等を行い，利用者に適切なサービスが提供されるよう支援します。 

（４）予防給付による介護予防サービスの提供 


